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５ 各種支援制度 

 

  

 

 

 

    市民が安心して市民活動に参加できるよ

うに、活動中の災害を保証する制度 

 

 

 

 

 

 

 

   ア 建設 

     集会所を新たに建設する場合（既設建

物の取得も含む） 

 

   イ 整備 

     集会所を移転、増築、改築、修繕する場

合 

 

   ウ 維持 

     集会所を用に供する土地又は建物に係

る借賃を支払う場合 

 

   エ 解体 

     集会所を解体する場合 

 

  

市民活動災害補償 １ 

地域集会所建設等補助 ２ 
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